
< 結果概要 ※ >

※「 」における ( )内の数値は実回答数。％の数値は全市町村数59に対する回答市町村数の割合。

地方分権等に関する市町村アンケート調査結果概要
（Ｈ22.8.19現在速報）

１　地方分権の進展

 「これまでの５年間で地方分権は進んだか」の問いに対
し、８３％の市町村が「あまり進んでいない（45）」、また
は「進んでいない（４）」と回答。現状において地方分権の
進展を実感している市町村は少ない傾向にある。

２　地方分権を進めるために重点的に取り組むべきもの（複数回答可）

　「地方税財政制度（49）」（83％）や「国庫補助負担金（30）」（51％）の見直しなど、税財政面で
の改革を優先すべきとする回答が多かった。

資料５

Q　これまでの５年間で地方分権は
進んだと思いますか？

進んだ
16.9%

進んで
いない
6.8%

あまり進
んでいな
い 76.3%

　◇ 実施期間 ： 平成２２年７月２１日～８月３日
　
　◇ 対　　象 ： 県内市町村 地方分権担当課長

　◇ 回答総数 ： ５９市町村（回答率１００％）

　◇ 実施手法 ： アンケート票の送付（メール）による
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回答数

県や市町村への権限移譲

国の出先機関の見直し

地方税財政制度の見直し

国庫補助負担金の見直し

法令や条例による
義務付けの見直し

根拠の不明確な関与
過剰関与等）の撤廃（　

その他

Ｑ　： 地方分権を進めるため重点的に取り組む必要があると思うものは何ですか？
　　　（複数回答可）
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３　県の過剰関与

　５年前と比較して「少なくなっている（31）」と感じてい
る市町村数は５割を超え、一定の改善が見られる。
　一方、「あまり変わらない（18）」とした市町村数も約３
割あり、引き続き過剰関与撤廃に向けた取組みの必要性が
認められる。

５　県から市町村への権限移譲

　５年前と比較して「あまり進んでいない（進んでいな
い）（39）」とする市町村は約６割であった一方、「進んだ
（19）」とする市町村は約３割となっており、これまで本県
が取り組んできたオーダーメイド権限移譲の実績（移譲済
市町村数：18市町村）とほぼ一致している。
　また、権限移譲の進め方について（複数回答可）は、
「市町村の意向に応じて進めるべき（46）」
（78％）、「市町村の規模等を考慮して進めるべき（45）」
（76％）など、本県のオーダーメイド権限移譲の趣旨と
同様の意見が多数を占めた。

４　地方分権（地域主権）改革に関する県から市町村への
　情報提供

　約半数の市町村が、「情報があるが十分理解できていな
い（より丁寧な説明が必要）（29）」を選択しており、地域
主権推進一括法の国会審議をはじめ改革が具体化する段階
にあって、県による更なる支援（情報提供＋説明）が必要
であることが判明した。

Q　国等の動きをはじめとする地方分
　　権（地域主権）改革に関する県から
市町村への情報提供について、
どのようにお考えですか？

情報はあ
るが十分
理解でき
ていない
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な説明等
が必要）
50%

必要とす
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不足して
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必要とす
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県による
情報提供
の必要性
は感じな
い
3%

Q　県から市町村への権限移譲
　　　　について、５年前と比べどの

ように感じますか？

かなり進
んだ
0%

その他
2%

進んでい
ない　5%

あまり
進んで
いない
61%

進んだ
32%
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回答数

市町村の意向に応
じて進めるべき

市町村の規模等を考
慮して進めるべき

全県一律に進めるべき

住民の意向を考慮
して進めるべき

国から県への権限
移譲を優先すべき

あまり進める
べきではない

その他

Ｑ　県から市町村への権限移譲の進め方について、どのようにすべきと思いますか。
　　　　　（複数回答可）

Q　県の過剰関与に関して、５年前
　 と比べどのように感じますか？

多くなっ
ている
0%

その他
7%

無回答
10%

あまり変
わらない
31%

少なくなっ
ている
52%
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６　地域連携室（複数回答可）

　平成１８年度に各地方振興局に設置した地域連携室については、主に「県に相談しやすくなった
（27）」（46％）、「県の情報が入手しやすくなった（21）」（35％）とする回答が最も多く、地域課
題の解決に向けた体制整備の効果が表れている。
　また、今後どのような役割を期待するかの問いに対しては、「県と市町村の情報のパイプ役
（44）」（75％）、「縦割り行政を解消するための関係部署との調整（32）」（54％）を求める声が多
く寄せられた。
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回答数

県に相談しやすくなった

対応が迅速になった

縦割り行政が解消された

県の情報が入手しやすくなった

近隣市町村との連携が強まった

特に変わったことはない

Ｑ　　県では平成18年度より地方振興局に地域連携室を設置し、地域課題への対応に
　　　取り組んでいますが、具体的にどのような効果があったと思いますか？（複数回答
可）
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回答数

県と市町村の情報のパイプ役

縦割り行政を解消するた
めの関係部署との調整

地方分権に関する支援

地方振興局単位での県
の独自事業の実施

その他

Ｑ　今後、地域連携室にどのような役割を期待しますか？（複数回答可）
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７　　県において、不十分または改善すべきと思われるもの（複数回答可）

　「市町村の立場に立った説明や助言（40）」（68％）、「地域の実情に対する理解（37）」（63％）
を選択した市町村が最も多く、より市町村や地域の立場に立った県政運営、職員の意識改革等の必
要性が認められる。
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回答数

部局間・所属間の連携
（縦割り行政の解消）

意思決定のスピード

事業等の企画立案能力

地域の実情に対する理解

他市町村に関する情報の提供
（市町村間の情報共有）

その他

Ｑ　　県との業務上のやり取りにおいて、不十分または改善すべきと思われるのは、
　　　　どのようなことですか。（複数回答可）
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８　住民や市町村を主体とした地方分権推進のための県の取組みや支援（複数回答可）

　「県と市町村の業務連携の促進（32）」及び「市町村への権限移譲（32）」（いずれも54％）を選択
した市町村が最も多く、次いで権限移譲と関連した「専門的な職員育成の支援（28）」（47％）との
回答が多く寄せられた。
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回答数

市町村間の広域連携の促進

県と市町村の業務連携の促進

市町村への権限移譲
（移譲に伴う人的・財政的支援含む）

地方分権に関する研修・勉強会等の充実

専門的な職員育成の支援

県と市町村の人事交流

条例制定などの政策法務に関する支援

国への政策提言等

地方分権に関する市町村への情報提供

地方分権に関する県民への広報

地域団体やＮＰＯ等の育成支援

その他

Q　住民や市町村を主体とした地方分権を進めていくためには、特にどの
ような県の取組みや支援が必要と考えますか？（複数回答可）
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№ 区分

1 総論

2 地域実情

3 〃

4 権限移譲

5 職員意識

6 〃

7 その他

人的・財政的裏付けがない中で、権限だけ移譲されても、現在の定員削減の流
れの中での対応は非常に厳しい状況にある。このようなところに、改革が進ま
ない一端があるのではないか。

内　　　容

現在、検討が進められている地域主権改革に関する情報提供や助言をお願いし
ます。

県内の地域特性を県自体が十分に把握できていないのではと思われる。地域特
性にあった地方分権が必要であると思われる。

地方分権改革あるいは地域主権改革が、単なる言葉で終わることなく、真の改
革となるためには、機関委任事務廃止等の制度改正だけでなく、国・県・市町
村が本当の意味での対等であるという意識を相互に持つ必要がある。そのため
には、国の各省庁が相変わらず既得権益を守ろうとする体制をなくさなければ
進まない。

＜自由意見＞

「イコールパートナー」となってから、「県は指導機関ではない。」として情
報の停滞があった。最近は元に戻りつつある。

現在、強力な権限を持つ国自体が、財源・税源移譲を含め、本気にならないと
地方側の動きのみではなかなか地方分権は進まない。

地域の課題は多岐に渡っており、市町村毎に様々な要因が考えられる。一律に
分権を進めるのでなく、市町村の課題に応じた適切な役割分担について協議す
る場を設け、十分な議論をしたうえで進めるべきと考える。
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